
2020年度 健康福祉支部

番号 要求 回答

共通 1

支部・分会との労使慣行を厳守し、労働条件の改変にあたっては、一方的
な実施は決して行わないこと。また、各分会・班要求については、誠意を
もって話し合うとともに、その実現に努めること。

勤務労働条件の改変にあたっては、必要な協議を行い、円滑な話し合いが
行われるよう誠意をもって対応してまいりたい。

共通 2

災害時の勤務体制について、万全を期して対応にあたれるよう、非常勤職
員を含めた勤務条件を早急に定めること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 2-(1)

災害時の参集、出退勤で迂回ルートやタクシー等を利用した場合に、自己
負担とならないよう災害時の実費保障を行うこと。同時に、帰宅困難にな
り宿泊した場合の費用を補償すること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 ２-(2)

災害発生時は、職員の安全確保を優先し、「危険回避」の特別休暇の取得
を勧奨すること。あらかじめ公共交通機関の遮断が公表されている場合
は、出勤・参集は災害対応のための最小限とし、「災害特休」を全日認め
る等柔軟に適用すること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 3

業務量に見合う人員配置、必要な新規採用職員の確保など、適切な措置を
講じること。

今後とも適切な対応に努めてまいりたい。

共通 3-(1)

2019年3月25日に改正された「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規
則（人事委員会規則）」に基づき、長時間労働を是正すること。
(ア)「時間外勤務に関する要綱」で定める例外的部署について、長時間労
働の固定にならないよう人員配置を行うなど勤務条件の確保を図ること。
(イ)上限設定について実効性のある取り組みを行うこと。

今後とも適切な対応に努めてまいりたい。



共通 4

労働時間の適正把握、休憩の確保、リフレッシュ推進を行い、不合理な管
理強化は行わないこと。

今後とも適切な対応に努めてまいりたい。

共通 4-(1)

実労働時間の完全把握（休息時間の確保を含む）を行うこと。「労働時間
の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平
成29年1月20日策定）を踏まえ、下記について措置を講じること。
①同ガイドラインを周知し、労働時間の実態を正しく記録し、適正に時間
外の事前届、実績入力を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
②自己申告による時間外実績と実際の労働時間と合致しない場合は、必要
に応じて調査し、所要の労働時間の補正をすること。
③上限を超える届出、実績入力を認めない等、適正な申告を阻害するよう
な行為を行わないこと。職員に対して「〇時以降の時間外勤務を禁止して
います」と放送していることは、適正な申告を阻害するため中止するこ
と。

①研修や会議等を通じて周知してまいりたい。

②全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

③全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 4-(2)

労働基準法に定める適正な一斉休憩を与えることを基本とし、シフト制職
場においても休憩時間が確保できるよう人員配置等の措置を講じること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 4-(3)

2008年に条例上は「休息時間」が廃止されたが、その際に、「軽度の疲労
回復行為」は社会通念上の範囲で当然認められると労使で確認している。
適切なリフレッシュはストレス対策として必要であり、その他の方法によ
り積極的にリフレッシュを推進すること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 5

年度途中退職、産育休、長期の病気療養、休職、夜勤免除、および育児の
短時間勤務取得に伴い、通常勤務する職員の労働条件の維持が困難とな
り、当該職員も安心して休暇等取得することに支障が生じている。代替職
員など必要な措置を講じること。

職員の年度途中退職等に対する代替措置については、職場の実態を踏ま
え、非常勤職員の配置や前倒し採用の検討等に努めてまいりたい。



共通 6

2014年4月の「技能労務業務のあり方に関する基本的な考え方について」
において、給食調理業務や保健所運転業務、野犬等の捕獲等業務につい
て、「委託・外注や非常勤職員による対応が可能」とされた。正規職員の
これ以上の削減は、緊急時対応や技術継承、業務に応じた適正な人員配置
が困難となり、休暇取得など労働条件を悪化させる懸念がある。労働条件
に係る事項については誠実に協議・対応すること。

労働条件に係る事項については、誠実に協議・対応してまいりたい。

環農 6-(2)

動物愛護管理センター及び各支所における勤務労働条件について、必要な
措置を取ること。
①勤務・労働条件の変更は協議事項であり、事前協議制を遵守すること。
②センター開所後の業務内容の点検を行い、勤務・労働条件及び職場環境
に関わる業務内容等の変更がある場合は、適正に対応すること。
③破傷風ワクチン等の接種、救急対応のための備品整備など衛生面の確保
を図ること。
④庁用自動車等は、点検・整備に努めるなど職場運営の充実と環境の改善
を図ること。
⑤業務内容、業務環境に適した被服の貸与を行うこと。
⑥動物愛護管理センター各支所の老朽化について、職場環境及び動物愛護
の観点から改修すること。犬舎の故障については、早急に修繕すること。

①労働条件に係る事項については、誠実に協議・対応してまいりたい。

②今後とも適切な対応に努めてまいりたい。

③万一罹患した場合は、直ちに医師の治療を受診することとしており、今
後も可能な限り予防に努めてまいります。破傷風ワクチン等の接種につい
ては、ワクチン有効期間等も踏まえ、予算の範囲内で、優先順位を付けて
考えてまいりたい。

④業務に支障が生じないよう、予算及びリース契約の範囲内で、適切に対
処してまいります。また、リース車両の更新に際しては、職員の要望も踏
まえながら、仕様の検討を行ってまいりたい。

⑤近年の猛暑等の状況を踏まえ、職員の要望も聞きながら、予算の範囲内
で適切に対処してまいりたい。

⑥施設・設備等の状況を踏まえ、予算の範囲内で適切に対処してまいりた
い。

共通 7

職員基本条例にもとづく人事評価制度は、客観的基準も示されておらず、
評価結果に基づく給与反映や分限解雇を行わないこと。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 8

非常勤職員が恒常的な業務を担っていることを踏まえ、現在雇用している
非常勤職員の大阪府での継続雇用を図り、常勤化すること。また、労働条
件の改善を図ること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 8-(1)

一般公務員の位置づけとなったことから、予算確保や雇用手続きについて
各所属で差が出ないよう全庁的に対応し、適正化すること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。



共通 8-(2)

勤続年数に応じた昇給、一時金の支給を行うなど、常勤職員との格差を解
消すること。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 9

家庭環境や持病・障がい等に関わらず、適正に応じた人事異動・業務配置
を行い、通勤、休暇等についての合理的な保障など「合理的配慮」を行う
こと。

人事異動については、職員の適正等を踏まえた人事配置を行っているとこ
ろ。
通勤、休暇等についての合理的配慮については、全庁的な問題であります
ので、関係課に伝えてまいりたい。

共通 10

2013年12月17日のパワハラ防止の知事メッセージを踏まえ、パワーハラス
メントの防止について周知、及び管理職研修など実効ある対策を講じるこ
と。

パワーハラスメントをはじめとする様々なハラスメントについては、個人
の尊厳を傷つけるだけでなく、職場環境を悪化させる許されない行為であ
り、絶対にあってはならないという考えのもと、研修や会議等を通じて、
防止の徹底を図っている。
引き続き、研修や会議等を通じて防止に努めてまいりたい。

共通 11

その他、職場環境の改善・改修を行うこと

（2）昼食が適正な照明のもとで行えるよう、節電対策について柔軟な対
応を行うこと、もしくは昼食場所の確保等を行うこと。

全庁的な問題でありますので、関係課に伝えてまいりたい。

番号 要望事項

共通 1

同「基本的な考え方」は、「今後とも、必要に応じて、業務の執行体制の
検討・見直しを行う」としているが、その後の状況をふまえた見直しを行
うこと。

環境 2

野犬の捕獲業務等の業務内容の性質から、現業職員での専門性（知識・経
験）や柔軟性（時間外対応・突発性対応）でしか対応できないことを踏ま
え、広域行政として住民に対する安心と安全の確保と維持に努めること。

環境 3

動物愛護管理センター設立の趣旨を踏まえ、動物のための飼料や飼育用品
の質を下げることのないよう適正に予算を措置すること。


